
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

中標津町 

空き家通信

空き家対策に関する情報はホームページをご覧ください。 
情報は空き家通信のほか、国土交通省・中標津町のホーム
ページでも発信しています！

問い合わせ：中標津町 建設水道部 都市住宅課 都市計画・景観係　TEL：0153-73-3111（内線 353）

空家等の適切な管理のお願い

空き家は個人の財産で、適切な管理が行われていない「空家等」が防災・防犯・衛

生・景観など地域生活環境に影響を及ぼし、全国で大きな社会問題となっております。 

空き家が原因で周囲の家屋や通行人に被害を及ぼした場合は、管理責任が問われる 

ことがあります。 

空き家を所有されている方は、建物の適切な管理をお願いいたします。
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都市住宅課 都市計画・景観係

「住まい版エンディングノート」を作成しました

◀◀裏面のチェックリストで確認をしてみましょう！

空き家となる多くの原因に「相続」があります。将来、建物をどのように引き継ぐか

をあらかじめ考え、家族で話し合っておくことが、空き家の発生予防につながります。 

空き家発生予防の取り組みとして、所有者の住まいへの思い、気持ちを整理するとと

もに、活用方法など家族で話し合うきっかけにしてもらうため、住まいに重点を置いた

「住まい版エンディングノート」を作成しました。 

我が家を管理不全空家や特定空家にしてしまわないよう、みんなで考えましょう。

◀◀ご希望の方は、ホームページからダウンロードすることができます。 

　　なお、都市住宅課（空き家相談窓口）でもお渡ししています。

中標津町国土交通省



平成２６年１１月「空家等対策の推進に関する特別措置法」が制定され、令和５年

１２月１３日より「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が

施行されました。

.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

土地に対する固定資産税等が課税される年の１月１日（賦課期日）において、住宅や

アパートなど、人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地（住宅用地）

は、税負担が軽減されます。

空家等を放置するリスク

空き家を放置し、適切な管理が行われないと、様々なリスクがあります。 

また、地域にも迷惑をかけてしまいます。　（下記は一例です）

空き家が放置されると、

倒壊事故や屋根材等の飛

散事故が発生する危険性

があります。

ねずみ・害虫の発生や、

野生動物等が住み着くと

不衛生な状態になってし

まいます。

ごみの散乱、山積みや外

壁の破損・汚損などが放

置されると良好な景観が

損なわれます。

動物の糞尿やごみなどが

放置されると悪臭の発生

につながります。

空き家敷地内の草木がは

み出すと、周囲の建物や

通行を妨げるなど危険が

増大します。

放火や、不審者の侵入に

より、犯罪の温床となる

恐れがあり、地域の治安

の悪化につながります。

近 隣 へ の 悪 影 響

地 域 全 体 へ の 悪 影 響

空き家にしないために

実家や自宅を空き家にしないため、空き家となっても適切に管理し放置しないため

に家族の話し合いが大切です。空き家はそのままにせずに、「適切に管理する」・

「仕舞う」（除却）・「活かす」（活用）の行動をとりましょう。

防災・防犯上の危険 景観の悪化

空き家となっても、適切

な管理を行い、リスクを

回避しましょう。

そのままでも借りたい、

買いたい人を見つける。

改修を行い賃貸や売買し

て活用しましょう。

空き家の解体を行い、跡

地を新たな活用ができる

ようにしましょう。

〇空き家の対処に困ったら、早めに都市住宅課（空き家窓口）または、不動産業者、相 

続などの専門家へ相談しましょう。 
 

〇所有者自らの管理のほか、近隣住民や民間事業者の巡回サービスなどの活用を検討 

しましょう。

悪臭の発生

倒壊の危険 草木の繁茂 ねずみ・害虫など

「適切に管理する」 「活かす」（活用）「仕舞う」（除却）

固定資産税等の住宅用地特例とは？

「空き家」は身近な問題　（下記は一例です）

固定資産税の控除　が受けられなくなる場合があります。

※小規模住宅用地（200 ㎡以下の部分）：1/6 の減額が解除　 

※一般住宅用地　（200 ㎡以上を超える部分）：1/3 の減額が解除

法改正について

様々な 

リスクが発生！

一度空き家になってしまうと、

以下のような理由からそのま

ま放置されてしまいます。

解体費を 

かけたくない

家財・荷物を 

片付けられない

将来、自分や親族が 

使うかもしれない

空き家となる要因は様々です

が、以下のようなことがきっ

かけで、家族が住んでいた家

が空き家になっています。

実家を相続した。

一人暮らしの親が 

施設に入居した。

別な住居へ転居した。

特定空家に加えて管理不全空家も指導・勧告の対象となりました。


